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の剰余と考えられる。2012年度予算要求の段階では、
定額部分だけでなく変動部分でも多額の使い残しが発生
することが予想され、これが減額につながったのだろう。
使い残しが発生することは悪いことではない。使い残し
が適切に処理されていればよいのである。
この変額部分（米価変動補てん交付金）は2012年度
から食料安定供給特別会計に組み込まれることになっ
た。特別会計を選択することには賛否両論ある。
特別会計のメリットとしては、価格変動の保険で剰余
金を積立金的に活用できることだ。実際、一般会計に組
み入れてしまうと予算額が増大するとともに、毎年度多
額の不用額が発生する（という議論もあるが、一般会計
のほうが剰余金の扱いが明確であるため、この議論は当
たらないと思う）。一方、特別会計のデメリットもある。
特別会計の場合、従来の一般会計のように剰余金を返還
する明確な仕組みがなく、その処理が不透明になること
だ。
今回の話を調べていくと、戸別所得補償制度の特別会
計への編入や2012年度予算の縮小に問題があるとは言
えない。ただ、４次補正の「農業体質強化基盤整備促進
事業」には疑問が残る。そもそも、震災復興関連でもな
いこの801億円の事業を、この時期に慌ただしく４次
補正で上げる必要があったのだろうか？　これは４次補
正の農業振興策1,574億円の過半を占めている。３月
末までに執行できないような多額の予算は2012年度予
算としてじっくり検討すればよいのだ。必要な設備の更
新に有効に使われるのだろうか？　その結果、農業経営
の強化につながるのだろうか？　４次補正については、
予算が使われた後の検証をきっちり行なう必要があるだ
ろう。

２月８日、2011年度第４次補正予算が国会で成立し、
翌９日から2012年度予算の審議に入った。昨年12月
24日に閣議決定された2012年度予算では、戸別所得
補償制度関連（一般・特別会計）は前年度比13.7％減
の6,901億円になった。内訳は、米の所得補償（定額
部分）が1,929億円、米価変動補填（2011年産米の
米価下落補てん）は294億円、水田利活用の所得補償（水
田活用の戦略作物への所得補償）は2,284億円、規模
拡大加算等は150億円、畑作物の所得補償は2,123億
円である。うち、米価下落補てんは、東日本大震災の影
響で2011年産米の価格が高めに推移していることなど
から、概算要求の1,391億円から1,097億円も減額さ
れた。
この話は農業の現場では不思議な形で伝わっている。

「米価が高くなって1,100億円の戸別所得補償制度の予
算が余ったので、４次補正で圃場整備関係の（農業体質
強化基盤整備促進事業）が付くそうだ。畦を壊して田ん
ぼ一枚の面積を広くすると10万円もらえるらしい」
　普通はあり得ない話である。
たしかに戸別所得補償の予算はモデル制度年度から使
い残されてきた。2010年度の戸別所得補償の予算は
598億円が残り、一般会計の純剰余金の一部となった。
一般会計の場合は、財政法により、純剰余金は1/2以上
が国債償還に充てるよう定められている。2010年度の
純剰余金は特例法として、東日本大震災の復旧、復興対
策を盛り込んだ2011年度第２次補正予算の財源に充て
られた。
しかし、米価が下落傾向にあった2010年度、2011
年度の使い残しは、戸別所得補償制度への加入率が70
％前後であることに起因する米の所得補償の定額部分で
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